
労働問題

個人で交渉する

問題点の整理

同僚や上司などに
相談する

組合加入通知・
団体交渉申入

解決

団体交渉

抗議行動

労働審判

裁判

労働委員会

労働基準監督署

その他行政機関
（ハローワーク等）

個人で交渉できそう
明確な労基法違反相手を交渉の席に

つかせたい

必要な手続

第三者を交
えたあっせん

２〜３カ月で金銭和解

明確な労基法違反

不当労働行為救済

必要な手続

不誠実な団体交渉

不服申立

不服申立

司法解決を望む


